
 
法学・政治学プログラム修士論文作成に関する手続きについて 

 
（研究題目の提出） 

第１ 学生は，指導教員の承認を得て次の期日までに研究題目を研究科長（人文社会科学系支

援室（法学・政治学プログラム担当））に提出する。ただし，期限が休業日のときはその

翌就業日とする。 

   ４月入学者：４月３０日 １０月入学者：１０月３１日 

 

（中間発表） 

第２ 中間発表会について，以下の時期に公開で実施する。 

４月入学：２年生６月～７月 １０月入学：２年生１１月～１２月 

２ 中間発表実施後，「修士論文概要」を作成し，次の期日までに指導教員に提出する。 

４月入学者：８月３１日 １０月入学者：２月２８日 

 

（修士論文題目届） 

第３ 修士論文または課題研究（以下「論文等」という。）を提出する予定の学生は，指導教

員の承認を得て次の期日までに，論文題目届を研究科長（人文社会科学系支援室（法学・

政治学プログラム担当））に提出する。ただし，期限が休業日のときはその翌就業日とす

る。 

   ４月入学者：９月３０日 １０月入学者：３月３１日 

２ 論文等を提出できる学生は，中間発表会を終えた学生とする 

 

（論文等提出） 

第４ 論文等提出期限は，以下のとおりとする。ただし，期限が休業日のときはその翌就業日

とする。 

４月入学者：１月３１日午後５時 １０月入学者：７月３１日午後５時 

２ 論文等の提出部数は，３部（正本１部，副本２部）とする。 

３ 論文等の様式，作成要項に関しては別途指示を与える。 

４ 論文等は，指導教員の承認を得て研究科長（人文社会科学系支援室（法学・政治学プログ

ラム担当））に提出するものとする。 

５ 研究科長は，受理した論文等を審査委員会に付託するものとする。 

（論文等審査） 

第４ 審査委員会は，主査１人及び２人以上の教員をもつて編成する。 

２ 審査委員会は，論文等の審査に当たり，論文に評価（概評）を付し，合格，不合格を決定

する。 

（最終試験） 

第５ 最終試験は，審査委員会が論文等を中心として筆記又は口頭により行い，合格，不合格

を決定する。 

２ 最終試験は，原則として次の期日までに終了するものとする。 

４月入学者：２月末日 １０月入学者：８月末日 

 

 


